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「２０１１年度に向けた政策・制度要求と提言」 

 

１．働く意欲のある全ての労働者に対し、情報提供（ハローワーク、インター

ネットの活用）や職業訓練の充実（ニーズのある科目の拡充等）等の施策に

積極的に取り組むこと。 

（１）派遣労働者をはじめとする有期雇用労働者の安心・安定雇用に向けて、

取り組みを強化すること。 

    

契約社員及契約社員及契約社員及契約社員及びフルタイムびフルタイムびフルタイムびフルタイム有期契約労働者有期契約労働者有期契約労働者有期契約労働者のののの雇用管理改善雇用管理改善雇用管理改善雇用管理改善のののの取組取組取組取組みがみがみがみが十分十分十分十分にににに行行行行われてわれてわれてわれて

いるとはいるとはいるとはいるとは言言言言えずえずえずえず、、、、またまたまたまた「「「「派遣切派遣切派遣切派遣切りりりり」」」」にににに伴伴伴伴うううう派遣労働者派遣労働者派遣労働者派遣労働者のののの解雇解雇解雇解雇・・・・雇雇雇雇いいいい止止止止めのめのめのめの発生発生発生発生がみらがみらがみらがみら

れることかられることかられることかられることから、、、、派遣労働者派遣労働者派遣労働者派遣労働者がががが安心安心安心安心・・・・安定安定安定安定してしてしてして働働働働くことができくことができくことができくことができるるるる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備がががが急務急務急務急務であであであであ

りりりり、、、、助成金助成金助成金助成金のののの活用等活用等活用等活用等によるによるによるによる改善改善改善改善のののの推進推進推進推進をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

またまたまたまた、、、、有期労働契約労働者有期労働契約労働者有期労働契約労働者有期労働契約労働者についてはについてはについてはについては、、、、労働契約法労働契約法労働契約法労働契約法やややや裁判例等裁判例等裁判例等裁判例等にににに照照照照らしてらしてらしてらして、、、、有期労有期労有期労有期労

働契約働契約働契約働契約のののの契約期間中契約期間中契約期間中契約期間中はははは、、、、やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない事由事由事由事由があるがあるがあるがある場合場合場合場合でなければでなければでなければでなければ解雇解雇解雇解雇することができすることができすることができすることができ

ないとされていることについてないとされていることについてないとされていることについてないとされていることについて、、、、啓発指導啓発指導啓発指導啓発指導をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。「。「。「。「有期労働契約有期労働契約有期労働契約有期労働契約のののの締結締結締結締結、、、、

更新及更新及更新及更新及びびびび雇止雇止雇止雇止めにめにめにめに関関関関するするするする基準基準基準基準」」」」にににに関関関関しししし、、、、更新更新更新更新のののの有無有無有無有無やややや更新更新更新更新のののの判断基準判断基準判断基準判断基準のののの明示明示明示明示、、、、雇止雇止雇止雇止めめめめ

のののの予告等予告等予告等予告等についてについてについてについて、、、、パンフレットをパンフレットをパンフレットをパンフレットを活用活用活用活用してしてしてして周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底をををを図図図図ってってってってまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

（２）若者の雇用の確保（受け皿づくり）に向けては、若者の就業支援・雇用

促進、新規卒業者の採用促進の取り組みなどの諸施策を強化すること。 

    

広広広広くフリーターくフリーターくフリーターくフリーター等等等等をををを対象対象対象対象にににに、、、、支援者一人支援者一人支援者一人支援者一人ひとりのひとりのひとりのひとりの課題課題課題課題にににに応応応応じじじじ、、、、就職活動就職活動就職活動就職活動にににに関関関関するするするする個個個個

別相談別相談別相談別相談・・・・指導助言指導助言指導助言指導助言、、、、継続的継続的継続的継続的なななな求人情報求人情報求人情報求人情報のののの提供提供提供提供、、、、面接会面接会面接会面接会のののの開催開催開催開催、、、、職業相談職業相談職業相談職業相談、、、、職業紹介職業紹介職業紹介職業紹介、、、、

職場定着支援職場定着支援職場定着支援職場定着支援などなどなどなど、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて担当者制担当者制担当者制担当者制によりによりによりにより、、、、正規雇用化正規雇用化正規雇用化正規雇用化のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた「「「「フリフリフリフリ

ーターーターーターーター等正規雇用化支援事業等正規雇用化支援事業等正規雇用化支援事業等正規雇用化支援事業」」」」をををを進進進進めているところですめているところですめているところですめているところです。。。。    

今般今般今般今般、「、「、「、「新成長戦略実現新成長戦略実現新成長戦略実現新成長戦略実現にににに向向向向けたけたけたけた３３３３段構段構段構段構えのえのえのえの経済対策経済対策経済対策経済対策」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、労働局労働局労働局労働局、、、、地方公共地方公共地方公共地方公共

団体団体団体団体、、、、産業界産業界産業界産業界、、、、労働団体等労働団体等労働団体等労働団体等でででで構成構成構成構成しししし、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける新卒者支援新卒者支援新卒者支援新卒者支援についてについてについてについて企画企画企画企画・・・・調調調調整整整整をををを

行行行行うううう「「「「神奈川新卒者就職応援本部神奈川新卒者就職応援本部神奈川新卒者就職応援本部神奈川新卒者就職応援本部」」」」をををを立立立立ちちちち上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、１０１０１０１０月月月月１８１８１８１８日日日日のののの第第第第１１１１回会合回会合回会合回会合

においてにおいてにおいてにおいて「「「「応援宣言応援宣言応援宣言応援宣言」」」」がががが出出出出されたところですされたところですされたところですされたところです。。。。またまたまたまた、「、「、「、「高卒高卒高卒高卒・・・・大卒就職大卒就職大卒就職大卒就職ジョブサポータジョブサポータジョブサポータジョブサポータ

ーーーー」」」」のののの増員増員増員増員にににに併併併併せてせてせてせて、、、、既卒既卒既卒既卒３３３３年年年年までをまでをまでをまでを含含含含むむむむ者者者者をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした「「「「新卒応援新卒応援新卒応援新卒応援ハローワークハローワークハローワークハローワーク」」」」

をををを横浜所横浜所横浜所横浜所とととと川崎所川崎所川崎所川崎所にににに設置設置設置設置しましたしましたしましたしました。。。。    

            さらにさらにさらにさらに、、、、既卒者既卒者既卒者既卒者をををを対象対象対象対象にトライアルにトライアルにトライアルにトライアル雇用雇用雇用雇用をををを行行行行うううう企業企業企業企業へのへのへのへの奨励金奨励金奨励金奨励金としてとしてとしてとして「「「「３３３３年以内既年以内既年以内既年以内既

卒者卒者卒者卒者トライアルトライアルトライアルトライアル奨励金奨励金奨励金奨励金」」」」やややや新卒枠新卒枠新卒枠新卒枠でででで既卒者既卒者既卒者既卒者をををを採用採用採用採用するするするする企業企業企業企業へのへのへのへの奨励金奨励金奨励金奨励金としてとしてとしてとして「「「「３３３３年以年以年以年以

内既卒者内既卒者内既卒者内既卒者（（（（新卒扱新卒扱新卒扱新卒扱いいいい））））採用拡大奨励金採用拡大奨励金採用拡大奨励金採用拡大奨励金」」」」がががが創設創設創設創設されましたされましたされましたされました。。。。これにこれにこれにこれに伴伴伴伴いいいい、、、、雇用対策法雇用対策法雇用対策法雇用対策法

にににに基基基基づくづくづくづく「「「「青青青青少年雇用機会確保指針少年雇用機会確保指針少年雇用機会確保指針少年雇用機会確保指針」」」」がががが改正改正改正改正されされされされ、、、、卒業後卒業後卒業後卒業後３３３３年間年間年間年間はははは新卒新卒新卒新卒としてとしてとしてとして応募応募応募応募でででで
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きるようにすることがきるようにすることがきるようにすることがきるようにすることが盛盛盛盛りりりり込込込込まれたことからまれたことからまれたことからまれたことから、、、、既卒者既卒者既卒者既卒者のののの新卒枠新卒枠新卒枠新卒枠でのでのでのでの採用採用採用採用がががが促進促進促進促進されるされるされるされる

ようようようよう経済団体等経済団体等経済団体等経済団体等にににに要請要請要請要請しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

 

（３）中途離職者の再雇用の促進の取り組みを強化すること。 

    

中途離職者中途離職者中途離職者中途離職者のののの再雇用再雇用再雇用再雇用のののの促進促進促進促進についてはについてはについてはについては、、、、緊急求人開拓緊急求人開拓緊急求人開拓緊急求人開拓のののの実施等実施等実施等実施等によりによりによりにより求人求人求人求人のののの確保確保確保確保にににに

最大限最大限最大限最大限にににに取取取取りりりり組組組組んでいるとともにんでいるとともにんでいるとともにんでいるとともに、、、、公共職業訓練公共職業訓練公共職業訓練公共職業訓練やややや緊急人材育成支援事業緊急人材育成支援事業緊急人材育成支援事業緊急人材育成支援事業にににに係係係係るるるる訓練訓練訓練訓練

等等等等についてについてについてについて、、、、積極的積極的積極的積極的にににに情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行いいいい、、、、キャリア・コンサルティングのキャリア・コンサルティングのキャリア・コンサルティングのキャリア・コンサルティングの実施等実施等実施等実施等によるによるによるによる

綿密綿密綿密綿密なななな職業相談職業相談職業相談職業相談をををを実施実施実施実施してしてしてして、、、、中途離職者中途離職者中途離職者中途離職者のののの再就職再就職再就職再就職にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援をををを強化強化強化強化してしてしてして行行行行っておりっておりっておりっており

ますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金、、、、施行雇用奨励金施行雇用奨励金施行雇用奨励金施行雇用奨励金、、、、緊急雇用対策緊急雇用対策緊急雇用対策緊急雇用対策としてのとしてのとしてのとしての有期実有期実有期実有期実

習型訓練習型訓練習型訓練習型訓練のののの助成金制度助成金制度助成金制度助成金制度のののの周知周知周知周知にににに努努努努めめめめ、、、、中途離職者中途離職者中途離職者中途離職者のののの雇用雇用雇用雇用のののの確保確保確保確保にににに努努努努めてめてめてめてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

（４）中・高齢者の雇用対策として次の取り組みを強化すること。 

①６５歳までの定年延長や希望者全員の再雇用など、年金支給開始年齢の

引上げに合わせた継続雇用制度の導入促進・確保がされるよう企業への

指導を徹底すること。 

    

６５６５６５６５歳未満歳未満歳未満歳未満のののの定年等定年等定年等定年等のののの定定定定めをしているめをしているめをしているめをしている事業主事業主事業主事業主にににに対対対対してしてしてして、、、、そのそのそのその雇用雇用雇用雇用するするするする高年齢者高年齢者高年齢者高年齢者のののの

６５６５６５６５歳歳歳歳までのまでのまでのまでの安定安定安定安定したしたしたした雇用雇用雇用雇用をををを確保確保確保確保するするするするためためためため、、、、年金年金年金年金（（（（定額部分定額部分定額部分定額部分））））のののの支給開始年齢支給開始年齢支給開始年齢支給開始年齢のののの引引引引

上上上上げスケジュールにあわせげスケジュールにあわせげスケジュールにあわせげスケジュールにあわせ、、、、段階的段階的段階的段階的にににに、、、、①①①①定年定年定年定年のののの引上引上引上引上げげげげ、、、、②②②②継続雇用制度継続雇用制度継続雇用制度継続雇用制度のののの導入導入導入導入、、、、

③③③③定年定年定年定年のののの定定定定めのめのめのめの廃止廃止廃止廃止のいずれかののいずれかののいずれかののいずれかの高年齢者雇用確保措置高年齢者雇用確保措置高年齢者雇用確保措置高年齢者雇用確保措置をををを導入導入導入導入するようするようするようするよう、、、、指導指導指導指導してしてしてして

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

②離職を余儀なくされた中高年齢者に対する再就職斡旋、職業転換開発訓

練を優先的に行うこと。あわせて「再就職援助措置」が安易なリストラ

を促進するようなことがないよう適切な指導と対応を図ること。 

    

大量雇用変動等大量雇用変動等大量雇用変動等大量雇用変動等にににに基基基基づくづくづくづく雇用維持努力雇用維持努力雇用維持努力雇用維持努力にににに係係係係るるるる要請要請要請要請はははは当然当然当然当然としてとしてとしてとして、、、、やむなくやむなくやむなくやむなく離職者離職者離職者離職者

をををを発生発生発生発生させるさせるさせるさせる場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける事業主事業主事業主事業主のののの責務責務責務責務としてのとしてのとしてのとしての再就職支援再就職支援再就職支援再就職支援のののの実施実施実施実施をををを指導指導指導指導しておりしておりしておりしており

ますますますます。。。。    

                またまたまたまた、、、、離職離職離職離職をををを余儀余儀余儀余儀なくされたなくされたなくされたなくされた離職者離職者離職者離職者にににに対対対対するするするする再就職支援再就職支援再就職支援再就職支援についてもについてもについてもについても、、、、綿密綿密綿密綿密なななな職業職業職業職業

相談相談相談相談・・・・職業紹介職業紹介職業紹介職業紹介はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、職種転換職種転換職種転換職種転換をををを図図図図るるるる公共職業訓練公共職業訓練公共職業訓練公共職業訓練のののの活用活用活用活用やややや各種助成金制度各種助成金制度各種助成金制度各種助成金制度

をををを活用活用活用活用したしたしたした雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会のののの確保等確保等確保等確保等にににに努努努努めてめてめてめてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

２．雇用創出とその支援に向けた取り組みを強化すること。 
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（１）情報通信、住宅整備、医療・福祉（介護・保育含む）、環境、エネルギー

などの新分野・成長企業・社会的要求の高い分野に対する雇い入れ等にか

かわる施策の充実を図ること。 

    

介護介護介護介護、、、、医療医療医療医療、、、、観光観光観光観光、、、、環境等成長分野環境等成長分野環境等成長分野環境等成長分野としてとしてとしてとして期待期待期待期待さささされるれるれるれる分野分野分野分野のののの雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出のためのためのためのため、、、、神奈神奈神奈神奈

川県川県川県川県をををを事業主体事業主体事業主体事業主体とするとするとするとする重点分野雇用創出事業及重点分野雇用創出事業及重点分野雇用創出事業及重点分野雇用創出事業及びびびび地域人材育成事業地域人材育成事業地域人材育成事業地域人材育成事業がががが実施実施実施実施されていまされていまされていまされていま

すがすがすがすが、、、、神奈川労働局及神奈川労働局及神奈川労働局及神奈川労働局及びびびび職業安定所職業安定所職業安定所職業安定所はははは各分野各分野各分野各分野においてにおいてにおいてにおいて必要必要必要必要なななな助言助言助言助言をををを行行行行いいいい、、、、市町村市町村市町村市町村にににに積積積積

極的極的極的極的なななな事業事業事業事業のののの実施実施実施実施をををを促促促促しししし、、、、職業安定所職業安定所職業安定所職業安定所のののの求人受理及求人受理及求人受理及求人受理及びびびび適格紹介適格紹介適格紹介適格紹介によりによりによりにより、、、、地域地域地域地域のののの実情実情実情実情にににに

応応応応じたじたじたじた雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会のののの創出創出創出創出をををを推進推進推進推進してしてしてしてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

（２）助成が可能な事業などについては、積極的な活用がはかられるよう、情

報提供や指導を徹底すること。 

    

緊急雇用創出事業基金及緊急雇用創出事業基金及緊急雇用創出事業基金及緊急雇用創出事業基金及びふるさとびふるさとびふるさとびふるさと雇用再生特別基金雇用再生特別基金雇用再生特別基金雇用再生特別基金のほかのほかのほかのほか、、、、地域雇用創造推進事地域雇用創造推進事地域雇用創造推進事地域雇用創造推進事

業業業業（（（（パッケージパッケージパッケージパッケージ事業事業事業事業）、）、）、）、地域雇用創地域雇用創地域雇用創地域雇用創造実現事業及造実現事業及造実現事業及造実現事業及びびびび雇用創造先導的創造等奨励金雇用創造先導的創造等奨励金雇用創造先導的創造等奨励金雇用創造先導的創造等奨励金のののの利用利用利用利用

をををを促進促進促進促進するためするためするためするため、、、、年年年年３３３３回回回回のののの事業実施構想提出時期事業実施構想提出時期事業実施構想提出時期事業実施構想提出時期にににに合合合合わせてわせてわせてわせて県内県内県内県内のののの全市町村全市町村全市町村全市町村にににに周知周知周知周知・・・・

広報広報広報広報をををを実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、職業安定所幹部職員職業安定所幹部職員職業安定所幹部職員職業安定所幹部職員がががが市町村市町村市町村市町村をををを訪問訪問訪問訪問してしてしてして地域雇用創造支援地域雇用創造支援地域雇用創造支援地域雇用創造支援

事業事業事業事業のののの周知周知周知周知・・・・広報広報広報広報をををを行行行行ってってってってまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

（３）雇用創出については、神奈川県・神奈川労働局・労働組合・経営者団体

で連携し具体的な雇用創出に積極的に取り組むこと。 

    

            雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出についてはについてはについてはについては、、、、神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局とととと神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県のののの連携連携連携連携によりによりによりにより緊急雇用創出事業基金緊急雇用創出事業基金緊急雇用創出事業基金緊急雇用創出事業基金

及及及及びふるさとびふるさとびふるさとびふるさと雇用再生特別基金雇用再生特別基金雇用再生特別基金雇用再生特別基金のののの活用活用活用活用をををを一層推進一層推進一層推進一層推進するとともにするとともにするとともにするとともに、「、「、「、「神奈川県緊急神奈川県緊急神奈川県緊急神奈川県緊急雇用対雇用対雇用対雇用対

策策策策にににに関関関関するするするする政労使合意政労使合意政労使合意政労使合意」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、地方公共団体及地方公共団体及地方公共団体及地方公共団体及びびびび労使団体労使団体労使団体労使団体とととと一致協力一致協力一致協力一致協力してしてしてして地域地域地域地域にににに

おけるおけるおけるおける雇用創出雇用創出雇用創出雇用創出にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

 

（４）求人開拓のための具体的指導、相談（相談員・アドバイザー等）、セミナ

ー開催、合同選考会の実施など雇用創出対策を充実・強化し、雇用機会の

創出を図ること。 

    

求人開拓求人開拓求人開拓求人開拓のののの実施実施実施実施にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、労働局主催労働局主催労働局主催労働局主催・・・・安定所主催安定所主催安定所主催安定所主催のののの研修研修研修研修やややや求人開拓担当職員求人開拓担当職員求人開拓担当職員求人開拓担当職員

間間間間のののの情報交換会開催情報交換会開催情報交換会開催情報交換会開催のほかのほかのほかのほか、、、、求人開拓求人開拓求人開拓求人開拓にににに係係係係るるるる好事例好事例好事例好事例やややや採用意向採用意向採用意向採用意向のあるのあるのあるのある事業所情報事業所情報事業所情報事業所情報のののの収収収収

集集集集・・・・提供提供提供提供をををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

またまたまたまた、、、、開拓開拓開拓開拓したしたしたした求人等求人等求人等求人等によるによるによるによる合同就職面接会等合同就職面接会等合同就職面接会等合同就職面接会等をををを開催開催開催開催してしてしてして、、、、雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会のののの確保確保確保確保にににに努努努努めめめめ

ててててまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    
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３．労働者を守る観点から、労働関係法遵守の徹底を行うこと。 

（１）労働基準法の厳格な対応を図ること。 

①裁量労働、休日労働、深夜労働、時間外規制、就業規則明示、有期労働

契約などの労働基準法問題の啓発を行い、違反企業については、公表や

指導・勧告・告発を行うこと。 

 

    今後今後今後今後ともともともとも、、、、監督指導等監督指導等監督指導等監督指導等をををを通通通通じじじじ、、、、労働条件労働条件労働条件労働条件のののの確保確保確保確保・・・・改善対策改善対策改善対策改善対策をををを積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進しししし、、、、法法法法

令遵守令遵守令遵守令遵守のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、悪質悪質悪質悪質なななな事業場事業場事業場事業場にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、司法処分司法処分司法処分司法処分もももも含含含含めてめてめてめて厳厳厳厳しくしくしくしく

対処対処対処対処してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

                またまたまたまた、、、、定期監督及定期監督及定期監督及定期監督及びびびび申告事案申告事案申告事案申告事案のののの処理状況処理状況処理状況処理状況、、、、送検事例送検事例送検事例送検事例のののの概要概要概要概要などをなどをなどをなどを幅広幅広幅広幅広くくくく広報広報広報広報するするするする

ことによりことによりことによりことにより、、、、法令遵守法令遵守法令遵守法令遵守にににに関関関関するするするする社会的関心社会的関心社会的関心社会的関心をををを高高高高めるようにめるようにめるようにめるように努努努努めておりますめておりますめておりますめております。。。。    

    なおなおなおなお、、、、個別事業場個別事業場個別事業場個別事業場にににに関関関関するするするする情報情報情報情報はははは、、、、監督署監督署監督署監督署でででで送検送検送検送検したしたしたした事案事案事案事案についてについてについてについて広報広報広報広報をををを行行行行ってってってって

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

②有期契約労働については、有期とできる条件（入口規制）、更新や期限（出

口規制）、均等待遇等に配慮した監督、指導を行うこと。 

 

   今後今後今後今後ともともともとも「「「「有期労働契約有期労働契約有期労働契約有期労働契約のののの締結締結締結締結、、、、更新及更新及更新及更新及びびびび雇止雇止雇止雇止めにめにめにめに関関関関するするするする基準基準基準基準」」」」にににに基基基基づくづくづくづく助言助言助言助言・・・・指指指指

導導導導などをなどをなどをなどを的確的確的確的確にににに実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

                またまたまたまた、、、、局局局局・・・・署署署署にににに配置配置配置配置しているしているしているしている非正規雇用労働条件改非正規雇用労働条件改非正規雇用労働条件改非正規雇用労働条件改善指導員善指導員善指導員善指導員によるによるによるによる個別訪問個別訪問個別訪問個別訪問などをなどをなどをなどを通通通通

じじじじ、、、、周知周知周知周知・・・・啓発啓発啓発啓発にもにもにもにも積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

 

③労働基準法における使用者の証明義務「書面による退職理由の明示と交付

義務」の周知を図ると共に、退職・解雇に値しない理由を記載した事業主

に対しては是正勧告を行うこと。 

 

   労働基準法第労働基準法第労働基準法第労働基準法第２２２２２２２２条条条条のののの退職時等退職時等退職時等退職時等のののの証明証明証明証明にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、証明書証明書証明書証明書をををを交付交付交付交付しないしないしないしない場合場合場合場合はもとはもとはもとはもと

よりよりよりより、、、、労働者労働者労働者労働者のののの就業就業就業就業をををを妨妨妨妨げることをげることをげることをげることを目的目的目的目的としてとしてとしてとして国籍国籍国籍国籍、、、、信条信条信条信条などをなどをなどをなどを記載記載記載記載したしたしたした場合場合場合場合やややや労働労働労働労働

者者者者のののの請求請求請求請求しないしないしないしない事項事項事項事項をををを記載記載記載記載したしたしたした場合場合場合場合にもにもにもにも是正勧告是正勧告是正勧告是正勧告のののの対象対象対象対象となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

            今後今後今後今後ともともともとも法令法令法令法令のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに沿沿沿沿ったったったった取扱取扱取扱取扱いがいがいがいが行行行行われるようわれるようわれるようわれるよう周知周知周知周知にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

 

④就業規則の届け出において、賃金以外の項目についての届け出条件のチェ

ックを行うと共に、届け出を行っていない事業所のチェックを行うこと。 

 

   就業規則届就業規則届就業規則届就業規則届のののの受理時受理時受理時受理時にはにはにはには必要必要必要必要なチェックをなチェックをなチェックをなチェックを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、届出状況届出状況届出状況届出状況などもなどもなどもなども踏踏踏踏まえなまえなまえなまえな
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がらがらがらがら監督指導対象監督指導対象監督指導対象監督指導対象とするとするとするとする事業場事業場事業場事業場をををを選定選定選定選定するなどするなどするなどするなど、、、、届出届出届出届出のののの受理状況受理状況受理状況受理状況にににに係係係係るるるる情報情報情報情報をををを有効有効有効有効にににに

活用活用活用活用してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

 

⑤労使委員会が機能するよう指導を行うこと。ただし、労使委員会が一人歩

きして、労組の協約・協定の締結機能を制約しないようにすること。 

    

監督指導監督指導監督指導監督指導のののの際際際際にはにはにはには、、、、労使労使労使労使委員会委員会委員会委員会のののの構成構成構成構成、、、、活動内容等活動内容等活動内容等活動内容等についてについてについてについて調査調査調査調査をををを実施実施実施実施しているとしているとしているとしていると

ころですがころですがころですがころですが、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、労使委員会労使委員会労使委員会労使委員会がががが適切適切適切適切にににに機能機能機能機能するようにするようにするようにするように必要必要必要必要なななな指導指導指導指導をををを行行行行ってまいってまいってまいってまい

りますりますりますります。。。。    

 

４．公共職業安定所（ハローワーク）、労働基準監督署等の業務改善、充実を次

により行うこと。 

（１）相談事業、求人開拓等については、自治体との連携策を図ること。 

    

地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体がががが実施実施実施実施するするするする市民相談事業市民相談事業市民相談事業市民相談事業、、、、無料職業紹介事業等無料職業紹介事業等無料職業紹介事業等無料職業紹介事業等へのへのへのへの協力協力協力協力についてはについてはについてはについては、、、、十十十十

分分分分なななな連携連携連携連携をををを図図図図ってってってって積極的積極的積極的積極的にににに行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

またまたまたまた、、、、市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる「「「「ふるさとハローワークふるさとハローワークふるさとハローワークふるさとハローワーク（（（（茅茅茅茅ヶヶヶヶ崎市崎市崎市崎市、、、、秦野市秦野市秦野市秦野市、、、、伊勢原伊勢原伊勢原伊勢原

市市市市）」）」）」）」のののの運営運営運営運営、、、、神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる「「「「かながわかながわかながわかながわ求職者支援求職者支援求職者支援求職者支援センターセンターセンターセンター」」」」についてもについてもについてもについても、、、、

十分十分十分十分なななな連携連携連携連携のもとのもとのもとのもと事業事業事業事業をををを行行行行ってってってってまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

（２）高齢者を初めとする就職困難な求職者には、特別相談を徹底すること。

また、特別の求人開拓を行うこと。 

    

就職困難就職困難就職困難就職困難なななな高年齢者高年齢者高年齢者高年齢者をををを初初初初めとするめとするめとするめとする求職者求職者求職者求職者にはにはにはには、、、、ハローワークのハローワークのハローワークのハローワークの職業相談窓口職業相談窓口職業相談窓口職業相談窓口やややや個別個別個別個別

支援支援支援支援コーナーコーナーコーナーコーナー等等等等でででで、、、、綿密綿密綿密綿密なななな職業相談職業相談職業相談職業相談やややや就業支援就業支援就業支援就業支援をををを実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

多様多様多様多様なななな就業形態就業形態就業形態就業形態をををを希望希望希望希望するするするする高年齢者高年齢者高年齢者高年齢者にはにはにはには、、、、シルバーシルバーシルバーシルバー人材人材人材人材センターセンターセンターセンター等等等等とととと連携連携連携連携しししし、、、、就業就業就業就業

のののの場場場場のののの確保確保確保確保をををを図図図図っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

            またまたまたまた、、、、求人開拓求人開拓求人開拓求人開拓はははは、、、、配置配置配置配置されているされているされているされている求人開拓推進員求人開拓推進員求人開拓推進員求人開拓推進員をををを活用活用活用活用したしたしたした求求求求人開拓人開拓人開拓人開拓をををを実施実施実施実施しししし、、、、

求人年齢求人年齢求人年齢求人年齢にににに制限制限制限制限をををを設設設設けることのないようにけることのないようにけることのないようにけることのないように指導指導指導指導してしてしてしてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

（３）労働者（相談者）の立場に立った親身な対応を行うため、労働基準監督

署の相談体制の強化・改善を図ること。また、管轄区の取り組み・運営等

に差が生じることのないよう、監督を強化するなど、自治体と連携して取

り組むこと。 

 

   労働基準監労働基準監労働基準監労働基準監督署督署督署督署のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、懇切懇切懇切懇切・・・・丁寧丁寧丁寧丁寧なななな対応対応対応対応にににに努努努努めてまいめてまいめてまいめてまい
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りますりますりますります。。。。    

        またまたまたまた、、、、総合労働相談員総合労働相談員総合労働相談員総合労働相談員、、、、立替払実地調査員立替払実地調査員立替払実地調査員立替払実地調査員のののの増員等増員等増員等増員等、、、、相談体制相談体制相談体制相談体制のののの強化強化強化強化をををを図図図図るとともるとともるとともるととも

にににに、、、、斉一的斉一的斉一的斉一的なななな行政運営行政運営行政運営行政運営がががが図図図図られるようにられるようにられるようにられるように引引引引きききき続続続続きききき労働労働労働労働基準監督署基準監督署基準監督署基準監督署をををを指導指導指導指導してまいりましてまいりましてまいりましてまいりま

すすすす。。。。    

なおなおなおなお、、、、効率的効率的効率的効率的かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的なななな行政展開行政展開行政展開行政展開をををを図図図図っていくためっていくためっていくためっていくため、、、、神奈川県等神奈川県等神奈川県等神奈川県等のののの自治体自治体自治体自治体とはとはとはとは、、、、

今後今後今後今後ともともともとも連携連携連携連携をををを強化強化強化強化してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

 

５．育児休業取得者や妊娠した女性を対象とした強制退職（育休切り・妊娠切

り）が増大している。これは法律違反であり、監視の徹底と悪質な事業主に

対しての指導を行うこと。 

    

妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産出産出産出産したことしたことしたことしたこと、、、、産前産後休業産前産後休業産前産後休業産前産後休業・・・・育児休業育児休業育児休業育児休業のののの申出申出申出申出をしたことをしたことをしたことをしたこと又又又又はははは取得取得取得取得をしたこをしたこをしたこをしたこ

とととと等等等等をををを理由理由理由理由としたとしたとしたとした解雇等不利益取扱解雇等不利益取扱解雇等不利益取扱解雇等不利益取扱いについてはいについてはいについてはいについては、、、、男女雇用機会均等法第男女雇用機会均等法第男女雇用機会均等法第男女雇用機会均等法第９９９９条第条第条第条第３３３３項項項項

及及及及びびびび育児育児育児育児・・・・介護休業法第介護休業法第介護休業法第介護休業法第１０１０１０１０条条条条によりによりによりにより禁止禁止禁止禁止しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

            神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局ではではではでは、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会をををを通通通通じてじてじてじて、、、、男女雇用機会均等法及男女雇用機会均等法及男女雇用機会均等法及男女雇用機会均等法及びびびび育児育児育児育児・・・・介護休介護休介護休介護休

業法業法業法業法についてについてについてについて周知周知周知周知をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、こうしたこうしたこうしたこうした不利益取扱不利益取扱不利益取扱不利益取扱いについていについていについていについて相談相談相談相談があったがあったがあったがあった場合場合場合場合

にはにはにはには、、、、事業主事業主事業主事業主にににに対対対対しししし報告徴収報告徴収報告徴収報告徴収をををを実施実施実施実施しししし、、、、法法法法にににに抵触抵触抵触抵触するするするする行為行為行為行為があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには是正指導是正指導是正指導是正指導

をををを行行行行ってってってってまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

６．雇用（就職）と密着した職業訓練・能力開発を積極的に進めること。 

（１）非自発的失業者に絞り込んだ能力開発訓練制度（優先入港制度など）を

検討するなど、雇用と訓練を結びつけた能力開発事業を進めること。 

    

雇用保険雇用保険雇用保険雇用保険のののの受給資格受給資格受給資格受給資格のないのないのないのない方向方向方向方向けのけのけのけの緊急人材育成支援緊急人材育成支援緊急人材育成支援緊急人材育成支援事業事業事業事業にににに係係係係るるるる訓練等訓練等訓練等訓練等についてについてについてについて、、、、

情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行いいいい、、、、キャリア・コンサルティングのキャリア・コンサルティングのキャリア・コンサルティングのキャリア・コンサルティングの実施等実施等実施等実施等によるによるによるによる綿密綿密綿密綿密なななな職業相談職業相談職業相談職業相談をををを実施実施実施実施

してしてしてして、、、、積極的積極的積極的積極的なななな受講受講受講受講あっせんをあっせんをあっせんをあっせんを行行行行ってってってってまいりままいりままいりままいりますすすす。。。。    

 

（２）国（雇用・能力開発機構）、県、市（政令市）、民間の職業訓練大学、高

校の理科系・技術系教育、専修・各種学校、各訓練機関の連携策を強化す

ること。 

    

関係機関関係機関関係機関関係機関（（（（労働局労働局労働局労働局・ハローワーク・ハローワーク・ハローワーク・ハローワーク、、、、雇用雇用雇用雇用・・・・能力開発機構能力開発機構能力開発機構能力開発機構、、、、神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県、、、、横浜市横浜市横浜市横浜市、、、、訓練訓練訓練訓練

施設施設施設施設））））のののの連絡会議連絡会議連絡会議連絡会議においてにおいてにおいてにおいて、、、、訓練訓練訓練訓練にににに係係係係るるるる様様様様々々々々なななな情報情報情報情報・・・・意見交換等意見交換等意見交換等意見交換等をををを行行行行いいいい、、、、十分十分十分十分なななな連連連連携

をををを図図図図ってってってってまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

（３）訓練校と企業の間での情報交換、技術上の交流などを強化すること。そ



 7

のためのコーディネーターの育成や増員を行うこと。また、民間企業、研

究者からの講師派遣の受け入れを拡大すること。 

    

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県がががが主催主催主催主催しししし神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局もももも参画参画参画参画するするするする「「「「職業能力開発関係機関連絡会議職業能力開発関係機関連絡会議職業能力開発関係機関連絡会議職業能力開発関係機関連絡会議」」」」におにおにおにお

いていていていて、、、、当該要望事項当該要望事項当該要望事項当該要望事項があったがあったがあったがあった事事事事をおをおをおをお伝伝伝伝えしてまいりますえしてまいりますえしてまいりますえしてまいります。。。。 

 

（４）職業訓練の中にもインターンシップ制、トライアル雇用を推進すること。

また雇用の流動化と関係して、技能検定取得について社会的価値を引き上

げること。 

    

企業実習企業実習企業実習企業実習をカリキュラムにをカリキュラムにをカリキュラムにをカリキュラムに盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ職業訓練職業訓練職業訓練職業訓練をををを実施実施実施実施するするするする神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県、、、、雇用雇用雇用雇用・・・・能力開能力開能力開能力開

発機構発機構発機構発機構とととと連携連携連携連携しししし、、、、訓練訓練訓練訓練のののの積極的積極的積極的積極的なななな周知周知周知周知とととと受講受講受講受講あっせんをあっせんをあっせんをあっせんを実施実施実施実施してしてしてしてまいりままいりままいりままいりますすすす。。。。    

 

（５）各年齢層に配慮したきめ細かな職業訓練、労働力の流動性を配慮しなが

ら、多様なカリキュラムの検討等、職業能力開発を充実させること。 

    

関係機関関係機関関係機関関係機関のののの連絡会議連絡会議連絡会議連絡会議においてにおいてにおいてにおいて、、、、情報情報情報情報・・・・意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、緊急人材育成支援緊急人材育成支援緊急人材育成支援緊急人材育成支援

事業事業事業事業にににに係係係係るるるる訓練訓練訓練訓練についてはについてはについてはについては、、、、安定所安定所安定所安定所においてにおいてにおいてにおいて把握把握把握把握されたされたされたされた求職者求職者求職者求職者ニーズについてニーズについてニーズについてニーズについて雇用雇用雇用雇用・・・・

能力開発機構能力開発機構能力開発機構能力開発機構にににに提供提供提供提供しししし、、、、労働局労働局労働局労働局とととと雇用雇用雇用雇用・・・・能力開発機構能力開発機構能力開発機構能力開発機構がががが連携連携連携連携してしてしてして求職者求職者求職者求職者がががが求求求求めるめるめるめる訓練訓練訓練訓練

コースのコースのコースのコースの充実充実充実充実をををを図図図図ってってってってまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

 

（６）高等技術学校を職場・新産業にマッチするよう開設時間・内容の拡充を

図ること。また、高等技術学校の宿泊施設の充実や、時代にマッチした施

設（ソフトを含む）の更新を進めること。 

    

            神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県がががが主催主催主催主催しししし神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局もももも参画参画参画参画するするするする「「「「職業能力開発関係機関連絡会議職業能力開発関係機関連絡会議職業能力開発関係機関連絡会議職業能力開発関係機関連絡会議」」」」におにおにおにお

いていていていて、、、、当該要望事項当該要望事項当該要望事項当該要望事項があったがあったがあったがあった事事事事をおをおをおをお伝伝伝伝えしてまいりますえしてまいりますえしてまいりますえしてまいります。。。。    

 

７．総労働時間の短縮を図るため、次の施策を進めること。 

（１）「労働時間等設定改善法」及び改善指針の周知徹底を図るとともに、労働

者の健康と生活への配慮、多様な働き方に対応するための具体的な改善策

を進めること。 

 

    労働時間等設定改善法及労働時間等設定改善法及労働時間等設定改善法及労働時間等設定改善法及びびびび改改改改善指針善指針善指針善指針のののの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底をををを図図図図るためるためるためるため、、、、神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県などとのなどとのなどとのなどとの協協協協

働事業働事業働事業働事業としてとしてとしてとして、、、、本年本年本年本年 7777 月月月月 12121212 日日日日にににに川崎市高津区川崎市高津区川崎市高津区川崎市高津区においてにおいてにおいてにおいて、、、、神奈川神奈川神奈川神奈川ワーク・ライフ・バワーク・ライフ・バワーク・ライフ・バワーク・ライフ・バ

ランスシンポジウムをランスシンポジウムをランスシンポジウムをランスシンポジウムを開催開催開催開催したところですがしたところですがしたところですがしたところですが、、、、引引引引きききき続続続続きシンポジウムのきシンポジウムのきシンポジウムのきシンポジウムの開催開催開催開催などなどなどなど周周周周
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知活動知活動知活動知活動にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

                またまたまたまた、、、、労働局労働局労働局労働局にににに配属配属配属配属されているされているされているされている労働時間設定改善労働時間設定改善労働時間設定改善労働時間設定改善コンサルタントによるコンサルタントによるコンサルタントによるコンサルタントによる事業場事業場事業場事業場へへへへ

のののの個別指導個別指導個別指導個別指導などをなどをなどをなどを通通通通じじじじ、、、、各事業場各事業場各事業場各事業場がワーク・ライフ・バランスへのがワーク・ライフ・バランスへのがワーク・ライフ・バランスへのがワーク・ライフ・バランスへの理解理解理解理解をををを深深深深めめめめ、、、、労労労労

働時間働時間働時間働時間にににに関関関関するするするする設定設定設定設定・・・・改善改善改善改善をををを図図図図っていくことができるようにっていくことができるようにっていくことができるようにっていくことができるように、、、、引引引引きききき続続続続きききき助言助言助言助言・・・・指導指導指導指導

をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

 

（２）不払い賃金を撲滅するため、不払い残業防止に向けた通達「労働時間の

適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」の周知

徹底と相談窓口を通じて、労働基準法の労働時間に係る規定が適用される

全ての事業場において、基準が確実に履行されるよう取り組みを一層進め

ること。また、そのために対応者を増員すること。 

 

    賃金不払残業賃金不払残業賃金不払残業賃金不払残業のののの解消対策解消対策解消対策解消対策についてはについてはについてはについては、、、、当局当局当局当局のののの重点行政課題重点行政課題重点行政課題重点行政課題としてとしてとしてとして積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組

んでいるところですがんでいるところですがんでいるところですがんでいるところですが、、、、今後今後今後今後ともともともとも「「「「労働時間労働時間労働時間労働時間のののの適正適正適正適正なななな把握把握把握把握のためにのためにのためにのために使用者使用者使用者使用者がががが講講講講ずべずべずべずべ

きききき措置措置措置措置にににに関関関関するするするする基準基準基準基準」」」」のののの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底をををを図図図図っていくなどっていくなどっていくなどっていくなど、、、、労働時間管理労働時間管理労働時間管理労働時間管理のののの適適適適正化正化正化正化をををを図図図図るるるる

ためのためのためのための施策施策施策施策をををを組織的組織的組織的組織的にににに講講講講じてまいりますじてまいりますじてまいりますじてまいります。。。。    

 

（３）三六協定と特別条項付き協定届（２００４年４月）の周知と上限規制の

実効確保のための点検、監督・指導を強化すること。 

 

    「「「「労働基準法第労働基準法第労働基準法第労働基準法第３６３６３６３６条第条第条第条第１１１１項項項項のののの協定協定協定協定でででで定定定定めるめるめるめる労働時間労働時間労働時間労働時間のののの延長延長延長延長のののの限度等限度等限度等限度等にににに関関関関するするするする基基基基

準準準準」」」」についてについてについてについて、、、、窓口指導窓口指導窓口指導窓口指導、、、、集団指導集団指導集団指導集団指導、、、、監督指導等監督指導等監督指導等監督指導等あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会をををを通通通通じてじてじてじて事業主等事業主等事業主等事業主等にににに

対対対対してしてしてして周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

                またまたまたまた、、、、今後今後今後今後ともともともとも長時間労働抑制対策及長時間労働抑制対策及長時間労働抑制対策及長時間労働抑制対策及びびびび過重労働過重労働過重労働過重労働によるによるによるによる健康障害防止対策健康障害防止対策健康障害防止対策健康障害防止対策についについについについ

てはてはてはては、、、、当局当局当局当局のののの行政重点課題行政重点課題行政重点課題行政重点課題としてとしてとしてとして積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

 

（４）残業なし日の設定（ノー残業デー）、年次有給休暇の取得率を向上させ、

労働時間短縮とともに「ゆとり」実現に向けた取り組みを強化すること。 

 

   あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会をををを通通通通じじじじ、、、、時間外労働時間外労働時間外労働時間外労働のののの削減及削減及削減及削減及びびびび年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇年次有給休暇のののの取得促進取得促進取得促進取得促進などになどになどになどに関関関関するするするする

周知周知周知周知・・・・啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いいいい、、、、ワーク・ライフ・バランスにワーク・ライフ・バランスにワーク・ライフ・バランスにワーク・ライフ・バランスに係係係係るるるる社会的気運社会的気運社会的気運社会的気運のののの醸成醸成醸成醸成にににに努努努努めてまいめてまいめてまいめてまい

りますりますりますります。。。。    

            またまたまたまた、、、、労働時間設定改善労働時間設定改善労働時間設定改善労働時間設定改善コンサルタントによるコンサルタントによるコンサルタントによるコンサルタントによる労働時間労働時間労働時間労働時間のののの設定改善設定改善設定改善設定改善にににに関関関関するするするする個別事個別事個別事個別事

業場業場業場業場へのへのへのへの助言助言助言助言・・・・指導指導指導指導についてもについてもについてもについても、、、、引引引引きききき続続続続きききき積極的積極的積極的積極的にににに行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

 

８．「ワーク・ライフ・バランスの推進」と「就労と子育ての両立」を推進する
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ため、神奈川の数値目標の達成を始め、実効ある計画の策定などを積極的に

推進するため、専門部局（推進母体）を設け対応すること。 

 

   労労労労・・・・使使使使・・・・学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者・・・・行政機関行政機関行政機関行政機関をををを構成員構成員構成員構成員としてとしてとしてとして設置設置設置設置したしたしたした「「「「神奈川仕事神奈川仕事神奈川仕事神奈川仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和

推進会議推進会議推進会議推進会議」」」」ではではではでは平成平成平成平成 21212121 年年年年 3333 月月月月 9999 日付日付日付日付けでけでけでけで、「、「、「、「神奈川神奈川神奈川神奈川におけるにおけるにおけるにおける仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和のののの実現実現実現実現

にににに向向向向けたけたけたけた提言提言提言提言」」」」をををを取取取取りまとめていただきりまとめていただきりまとめていただきりまとめていただき、、、、数値目標数値目標数値目標数値目標ではではではでは、、、、年次有給休暇取得率年次有給休暇取得率年次有給休暇取得率年次有給休暇取得率についについについについ

てててて全国全国全国全国レベルのレベルのレベルのレベルの行動指針行動指針行動指針行動指針でででで設定設定設定設定するするするする５５５５年後年後年後年後のののの目標値目標値目標値目標値（（（（60606060％）％）％）％）よりよりよりより 10101010 ポイントポイントポイントポイント上回上回上回上回るるるる数数数数

値値値値（（（（70%)70%)70%)70%)にににに、、、、またまたまたまた、、、、男性男性男性男性のののの育児休業取得率育児休業取得率育児休業取得率育児休業取得率ではではではでは平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度までまでまでまでにににに 5%5%5%5%となるようとなるようとなるようとなるよう設定設定設定設定

してしてしてしておりおりおりおり、、、、そのほかにもそのほかにもそのほかにもそのほかにも年齢別年齢別年齢別年齢別・・・・男女別男女別男女別男女別のののの就業率就業率就業率就業率などのなどのなどのなどの数値目標数値目標数値目標数値目標をををを掲掲掲掲げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

            今後今後今後今後ともこのともこのともこのともこの提言提言提言提言のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、社会的機運社会的機運社会的機運社会的機運のののの醸成及醸成及醸成及醸成及びびびび事業場事業場事業場事業場にににに対対対対すすすす

るるるる支援等支援等支援等支援等をををを組織的組織的組織的組織的にににに行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

 

９．男性の育児・介護休暇制度の取得拡大や、育児等への参加促進に向けた社

会的な醸成づくりや職場の理解等の環境整備を強化すること。 

    

育児育児育児育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法のののの改正改正改正改正によりによりによりにより、、、、パパママパパママパパママパパママ育休育休育休育休プラスプラスプラスプラス等等等等、、、、男性男性男性男性がががが育児休業育児休業育児休業育児休業をををを取得取得取得取得しししし

やすいやすいやすいやすい法法法法のののの整備整備整備整備がされるとともにがされるとともにがされるとともにがされるとともに、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省ではではではでは男性男性男性男性のののの子育子育子育子育てててて参加参加参加参加やややや育児休業取得育児休業取得育児休業取得育児休業取得

のののの促進等促進等促進等促進等をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした「「「「イクメンプロジェクトイクメンプロジェクトイクメンプロジェクトイクメンプロジェクト」」」」にににに取取取取りりりり組組組組んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。    

神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会をををを通通通通じてじてじてじて広報啓発広報啓発広報啓発広報啓発やややや改正育児改正育児改正育児改正育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法

にににに沿沿沿沿ったったったった規定整備指導等規定整備指導等規定整備指導等規定整備指導等にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

１０．幅広い年齢層の勤労意欲のある女性の就業支援として就業を困難にして

いる育児・介護などについて、保育園・介護施設などの施設とその運営の充

実を行うよう自治体に働きかけること。 

 

 

１１．在宅勤務やテレワークなどの「新しい働き方」への情報提供や相談体制

づくりに取り組むこと。 

 

   仕事仕事仕事仕事とととと生生生生活活活活のののの調和調和調和調和（（（（ワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランス））））のののの行動指針行動指針行動指針行動指針においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、テレワーテレワーテレワーテレワー

クククク、、、、在宅就労在宅就労在宅就労在宅就労などなどなどなど多様多様多様多様なななな働働働働きききき方方方方をををを推進推進推進推進しししし、、、、多様多様多様多様なななな働働働働きききき方方方方をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための条件条件条件条件をををを整備整備整備整備

するとされているためするとされているためするとされているためするとされているため、「、「、「、「情報通信機器情報通信機器情報通信機器情報通信機器をををを活用活用活用活用したしたしたした在宅勤務在宅勤務在宅勤務在宅勤務のののの適切適切適切適切なななな導入及導入及導入及導入及びびびび実施実施実施実施のたのたのたのた

めのガイドラインめのガイドラインめのガイドラインめのガイドライン」」」」のののの周知周知周知周知にににに引引引引きききき続続続続きききき取取取取りりりり組組組組むとともにむとともにむとともにむとともに、、、、事業場等事業場等事業場等事業場等からのからのからのからの相談相談相談相談にににに対対対対しししし

てはてはてはては適切適切適切適切にににに対応対応対応対応しししし、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

 

１２．改正最低賃金法の趣旨と適正な運営がなされるよう、周知、指導の徹底
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を図ること。 

また、最低賃金については、早急に生活保護との乖離解消をはかり、生活

できる水準を重視した適正な審議により決定されるよう、調整・援助を行う

こと。 

    

最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金はははは、、、、今後今後今後今後ともセーフティネットとしてともセーフティネットとしてともセーフティネットとしてともセーフティネットとして一層機能一層機能一層機能一層機能するようするようするようするよう制度制度制度制度のののの適正適正適正適正なななな運営運営運営運営

をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの履行確保履行確保履行確保履行確保のためのためのためのため監督指導等監督指導等監督指導等監督指導等をををを強化強化強化強化しししし、、、、そのそのそのその周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底にににに努努努努

めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。またまたまたまた、、、、生活保護生活保護生活保護生活保護とのとのとのとの乖離解消乖離解消乖離解消乖離解消をををを早急早急早急早急にににに図図図図れるようれるようれるようれるよう、、、、適正適正適正適正なななな審議審議審議審議のののの調調調調

整整整整・・・・援助援助援助援助をををを行行行行いいいい、、、、労働者労働者労働者労働者のののの生活生活生活生活のののの安定安定安定安定にににに資資資資するようするようするようするよう努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

 

１３．法令順守を基本に、解雇ルール、有期労働契約、裁量労働制などについ

て、周知を徹底させること。法の実効性を確保するとともに、労働強化の防

止、健康管理の徹底、安易な運用の防止に努めること。 

 

労働基準法労働基準法労働基準法労働基準法やややや労働安全衛生法等労働安全衛生法等労働安全衛生法等労働安全衛生法等のののの労働関係法令労働関係法令労働関係法令労働関係法令のののの履行確保履行確保履行確保履行確保をををを図図図図るためるためるためるため、、、、引引引引きききき続続続続きききき監監監監

督指導等督指導等督指導等督指導等にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、解雇解雇解雇解雇やややや雇止雇止雇止雇止めめめめ、、、、労働条件労働条件労働条件労働条件のののの切切切切りりりり下下下下げなどにげなどにげなどにげなどに対対対対してはしてはしてはしては、、、、法定労働条件法定労働条件法定労働条件法定労働条件をををを遵守遵守遵守遵守すすすす

ることはもとよりることはもとよりることはもとよりることはもとより、、、、労働契約法労働契約法労働契約法労働契約法やややや裁判例等裁判例等裁判例等裁判例等にににに照照照照らしらしらしらし不適切不適切不適切不適切なななな取扱取扱取扱取扱いがいがいがいが行行行行われることがわれることがわれることがわれることが

ないようないようないようないよう指導指導指導指導・・・・啓発啓発啓発啓発をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度はははは労働衛生行政労働衛生行政労働衛生行政労働衛生行政のののの重点重点重点重点としてとしてとしてとして「「「「職場職場職場職場におけるメンタルヘルスにおけるメンタルヘルスにおけるメンタルヘルスにおけるメンタルヘルス対策対策対策対策のののの推推推推

進進進進」「」「」「」「過重労働過重労働過重労働過重労働によるによるによるによる健康障害防止健康障害防止健康障害防止健康障害防止」「」「」「」「石綿暴露防止対策石綿暴露防止対策石綿暴露防止対策石綿暴露防止対策」「」「」「」「粉粉粉粉じんじんじんじん障害防止対策等職障害防止対策等職障害防止対策等職障害防止対策等職

業性疾病防止対策業性疾病防止対策業性疾病防止対策業性疾病防止対策」」」」「「「「化学物質化学物質化学物質化学物質によるによるによるによる健康障害防止対策健康障害防止対策健康障害防止対策健康障害防止対策」「」「」「」「産業保健活動産業保健活動産業保健活動産業保健活動、、、、健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり

及及及及びびびび快適職場快適職場快適職場快適職場づくりづくりづくりづくり対策対策対策対策」」」」をををを重点重点重点重点としておりとしておりとしておりとしており、、、、今後今後今後今後もももも労働者労働者労働者労働者のののの健康管理等健康管理等健康管理等健康管理等がががが徹底徹底徹底徹底されされされされ

るようるようるようるよう施策施策施策施策をををを推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

 

１４．企業が、雇用労働者を個人事業主として雇用関係を隠ぺいする「偽装雇

用」は、労働者にとって、社会保険からの脱退や労災保険の未加入などの被

害が大きく、詐欺という犯罪であり、その撲滅に取り組むこと。 

 

   労働基準法上労働基準法上労働基準法上労働基準法上のののの「「「「労働者労働者労働者労働者」」」」にににに該当該当該当該当するするするする者者者者についてはについてはについてはについては、、、、当然当然当然当然にににに労働基準法等労働基準法等労働基準法等労働基準法等のののの適用適用適用適用をををを

受受受受けるところからけるところからけるところからけるところから、、、、今後今後今後今後ともともともとも適正適正適正適正なななな取扱取扱取扱取扱いがいがいがいが行行行行われるようわれるようわれるようわれるよう指導指導指導指導・・・・啓啓啓啓発発発発にににに取取取取りりりり組組組組んでまんでまんでまんでま

いりますいりますいりますいります。。。。    

 

１５．労働基準行政について厳格に対応し、下記について改善を図ること。 

（１）個人の相談については迅速かつ適切な対応を図ること。 
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   労働者等労働者等労働者等労働者等からからからから寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた申告申告申告申告・・・・相談相談相談相談についてはについてはについてはについては、、、、今後今後今後今後ともともともとも迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ適切適切適切適切にににに処理処理処理処理をををを行行行行

ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

 

（２）賃金不払い等は「申告」扱いとして取扱うとともに、迅速解決を図るこ

と。 

 

   賃金不払等賃金不払等賃金不払等賃金不払等にににに係係係係るるるる相談相談相談相談があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、相談者相談者相談者相談者のののの意思意思意思意思をををを確認確認確認確認のののの上上上上、、、、申告事案申告事案申告事案申告事案としとしとしとし

てててて迅速迅速迅速迅速にににに処理処理処理処理をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

 

（３）「相談」に関しては神奈川県との連携を強めること。 

 

                相談事案相談事案相談事案相談事案のののの内容内容内容内容にににに応応応応じじじじ、、、、今後今後今後今後ともともともとも神奈川県等神奈川県等神奈川県等神奈川県等のののの地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体とととと連携連携連携連携をををを図図図図ってってってって対応対応対応対応しししし

てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。またまたまたまた、、、、県県県県をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする個別紛争解決個別紛争解決個別紛争解決個別紛争解決にににに係係係係るるるる取組取組取組取組をををを行行行行うううう関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの

連携連携連携連携をををを図図図図るためのるためのるためのるための協議会協議会協議会協議会やややや県県県県とのとのとのとの共催共催共催共催によるセミナーによるセミナーによるセミナーによるセミナーのののの開催開催開催開催、、、、研修研修研修研修のののの実施等実施等実施等実施等連携連携連携連携にににに努努努努

めてめてめてめてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

（４）労働関係法の周知を図るため講師派遣などを含めて社会保険労務士の協

力を求めること。 

 

   労働関係法令労働関係法令労働関係法令労働関係法令のののの周知等周知等周知等周知等にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて、、、、社会保険労務士会社会保険労務士会社会保険労務士会社会保険労務士会とととと連携連携連携連携をををを図図図図っっっっ

てててて対応対応対応対応してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

 

（５）労働基準監督官の増員を図ること。 

 

   御要望御要望御要望御要望のののの趣旨趣旨趣旨趣旨はははは厚生労働本省厚生労働本省厚生労働本省厚生労働本省にににに伝伝伝伝えてまいりますえてまいりますえてまいりますえてまいります。。。。    

 

１６．短時間勤務労働者（パート労働者）の増加を踏まえ、次の施策を講じる

こと。 

（１）改正パートタイム労働法を周知するとともに、指針の実効性確保を図る

こと。 

    

あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会をををを通通通通じてじてじてじて、、、、改正改正改正改正パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働法及労働法及労働法及労働法及びびびび指針指針指針指針のののの周知周知周知周知をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております

がががが、、、、今後今後今後今後ともともともとも引引引引きききき続続続続きききき周知周知周知周知をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

 

（２）パートタイム、有期契約、労働者派遣など多様な雇用就労形態で働く場

合の、均等待遇原則の確立、不当な差別禁止のルール化の徹底を図るよう
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国に働きかけること。また、現行法上での均等待遇、差別待遇の改善に向

けての指導・監督を行うこと。そのための契約の徹底、書面明示等を指導

すること。均等待遇に向けた改善、優れた事業所の紹介を行うなどきめ細

かい対応を図ること。 

    

神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局ではではではでは、、、、パートタイムパートタイムパートタイムパートタイム労働法労働法労働法労働法のののの施行施行施行施行にににに関関関関しししし、、、、計画的事業所訪問計画的事業所訪問計画的事業所訪問計画的事業所訪問によるによるによるによる報報報報

告徴収告徴収告徴収告徴収をををを実施実施実施実施しししし、、、、法法法法にににに定定定定められためられためられためられた事項事項事項事項のののの文書明示文書明示文書明示文書明示やややや通常通常通常通常のののの労働者労働者労働者労働者とととと短時間労働者短時間労働者短時間労働者短時間労働者につにつにつにつ

いていていていて均衡均衡均衡均衡のとれたのとれたのとれたのとれた待遇待遇待遇待遇のののの確保等確保等確保等確保等のののの措置措置措置措置をををを講講講講じていないじていないじていないじていない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、是正指導是正指導是正指導是正指導をををを行行行行っていっていっていってい

るところでするところでするところでするところです。。。。    

またまたまたまた、、、、各事業所各事業所各事業所各事業所のののの実態実態実態実態にににに応応応応じたじたじたじた雇用管理雇用管理雇用管理雇用管理のののの改善改善改善改善がががが図図図図られるようられるようられるようられるよう、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて先進先進先進先進

的的的的なななな取組取組取組取組をををを行行行行っているっているっているっている企業企業企業企業のののの取組事例取組事例取組事例取組事例をををを紹介紹介紹介紹介してしてしてしてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

（３）公務労働におけるパート労働者の権利を保障するため、条例等の整備を

行うこと。 

 

１７．請負労働の場合、労働・社会保険の加入について、社会保険事務所と連

携し加入の徹底を図ること。 

    

社会保険事務所社会保険事務所社会保険事務所社会保険事務所はははは平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１１１１月月月月よりよりよりより年金事務所年金事務所年金事務所年金事務所となりましたがとなりましたがとなりましたがとなりましたが、、、、年金事務所年金事務所年金事務所年金事務所とのとのとのとの間間間間ではではではでは

「「「「社会保険及社会保険及社会保険及社会保険及びびびび労働保険労働保険労働保険労働保険にににに係係係係るるるる徴収事務徴収事務徴収事務徴収事務のののの一元化一元化一元化一元化」」」」へのへのへのへの取組取組取組取組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、①①①①受付業務受付業務受付業務受付業務、、、、②②②②事事事事

業場調査業場調査業場調査業場調査、、、、③③③③滞納整理滞納整理滞納整理滞納整理、、、、④④④④事業場説明会事業場説明会事業場説明会事業場説明会のののの他他他他にににに連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会をををを年年年年２２２２回程度実施回程度実施回程度実施回程度実施しておりますしておりますしておりますしております

のでのでのでので、、、、請負請負請負請負であってもであってもであってもであっても労働者性労働者性労働者性労働者性がががが認認認認められるめられるめられるめられる場合場合場合場合やさらにやさらにやさらにやさらに労働保険労働保険労働保険労働保険ににににおいてはおいてはおいてはおいては一人親方等一人親方等一人親方等一人親方等

のののの特別加入制度特別加入制度特別加入制度特別加入制度があることについてもがあることについてもがあることについてもがあることについても連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会にてにてにてにて説明説明説明説明してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えますえますえますえます。。。。    

 

１８．外国人労働者の雇用・労働にあたっては、労働関係法の遵守、雇用管理

の徹底を図るよう指導を強化すること。また、外国人労働者及び家族への相

談・サービスコーナーや外国人研修生の受け入れなどの対応を推進すること。 

 

   外国人労働者外国人労働者外国人労働者外国人労働者にににに対対対対してもしてもしてもしても当然当然当然当然にににに労働関係法令労働関係法令労働関係法令労働関係法令がががが適用適用適用適用されるところからされるところからされるところからされるところから、、、、今後今後今後今後ともともともとも労労労労

働基準法等働基準法等働基準法等働基準法等のののの履行確保履行確保履行確保履行確保のためのためのためのため監督指導等監督指導等監督指導等監督指導等をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

        またまたまたまた、、、、労働局監督課労働局監督課労働局監督課労働局監督課にににに設置設置設置設置しているしているしているしている「「「「外国人労働者相談外国人労働者相談外国人労働者相談外国人労働者相談コーナーコーナーコーナーコーナー」」」」ではではではでは、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２

年度年度年度年度からからからから一部体制一部体制一部体制一部体制をををを強化強化強化強化しししし、、、、毎週定例日毎週定例日毎週定例日毎週定例日にににに英語英語英語英語、、、、スペインスペインスペインスペイン語語語語、、、、ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語によるによるによるによる相相相相

談談談談にににに対応対応対応対応しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

職業安定所職業安定所職業安定所職業安定所においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、事業所訪問事業所訪問事業所訪問事業所訪問によるによるによるによる外国人雇用管理指導外国人雇用管理指導外国人雇用管理指導外国人雇用管理指導をををを積極的積極的積極的積極的にににに実施実施実施実施しししし、、、、

外国人指針外国人指針外国人指針外国人指針のののの周知周知周知周知とととと徹底徹底徹底徹底したしたしたした雇用管理改善指導雇用管理改善指導雇用管理改善指導雇用管理改善指導をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。またまたまたまた、、、、外国人求職外国人求職外国人求職外国人求職

者者者者にににに応対応対応対応対するするするする専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員をををを増員増員増員増員するほかするほかするほかするほか、、、、通訳者通訳者通訳者通訳者のののの配置安定所及配置安定所及配置安定所及配置安定所及びびびび在席曜日在席曜日在席曜日在席曜日のののの増設等増設等増設等増設等、、、、
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充実充実充実充実したしたしたした職業相談職業相談職業相談職業相談のののの実施実施実施実施にににに努努努努めてめてめてめてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

１９．改正雇用保険制度について周知を図ること。その場合、パート・派遣労

働者の適用拡大、能力開発などに関する個人給付制度及び育児・介護給付内

容、離職理由による失業給付内容の変更などについて、わかりやすい広報を

行うこと。 

 

   雇用保険法雇用保険法雇用保険法雇用保険法のののの一部改正一部改正一部改正一部改正のののの周知周知周知周知につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、ホームページでのホームページでのホームページでのホームページでの広報広報広報広報をををを始始始始めめめめ、、、、労働労働労働労働

局及局及局及局及びハローワークにおいてポスターびハローワークにおいてポスターびハローワークにおいてポスターびハローワークにおいてポスター等等等等のののの掲示掲示掲示掲示、、、、各種各種各種各種リーフレットリーフレットリーフレットリーフレット等等等等のののの配布及配布及配布及配布及びびびび各種各種各種各種

団体主催団体主催団体主催団体主催のののの説明会説明会説明会説明会やややや研修会研修会研修会研修会のののの機会機会機会機会にににに改正内容改正内容改正内容改正内容のののの説明説明説明説明をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。またまたまたまた、、、、県内県内県内県内をををを

含含含含めめめめ全国全国全国全国のののの雇用保険適用事業所雇用保険適用事業所雇用保険適用事業所雇用保険適用事業所にににに対対対対してしてしてして厚生労働本省厚生労働本省厚生労働本省厚生労働本省からからからから「「「「雇用保険被保険者数通知雇用保険被保険者数通知雇用保険被保険者数通知雇用保険被保険者数通知

はがきはがきはがきはがき」」」」をををを郵送郵送郵送郵送しししし改正内容改正内容改正内容改正内容のののの周知周知周知周知をををを行行行行ってってってってまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

 

２０．中小企業退職金共済制度の拡充について国に働きかけるとともに、自治

体の助成を含む加入促進の啓発・指導を行うこと。 

 

   中小企業退職金共済制度中小企業退職金共済制度中小企業退職金共済制度中小企業退職金共済制度についてはについてはについてはについては、、、、引引引引きききき続続続続きききき周知活動周知活動周知活動周知活動にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

            なおなおなおなお、、、、制度制度制度制度のののの拡充拡充拡充拡充にににに関関関関するするするする御要望御要望御要望御要望についてはについてはについてはについては、、、、厚生労働本省厚生労働本省厚生労働本省厚生労働本省にににに伝伝伝伝えてまいりますえてまいりますえてまいりますえてまいります。。。。    

 

２１．重大災害、職業病、及び労働安全衛生法改正に伴う危険性・有害性の低

減に向けた事業者の措置の充実、過重労働・メンタルヘルスなどの安全衛生

対策を強化すること。特に中小企業、労組未組織企業に重点を置き、業界団

体などに対する啓発・指導を強化すること。 

    

労働災害防止労働災害防止労働災害防止労働災害防止をををを図図図図るためにはるためにはるためにはるためには、、、、義務化義務化義務化義務化されたされたされたされた労働安全衛生法令労働安全衛生法令労働安全衛生法令労働安全衛生法令のののの規定規定規定規定をををを遵守遵守遵守遵守するだするだするだするだ

けでなくけでなくけでなくけでなく、、、、努力義務努力義務努力義務努力義務としてとしてとしてとして、、、、労働安全衛生法第労働安全衛生法第労働安全衛生法第労働安全衛生法第２８２８２８２８条条条条のののの２２２２でででで規定規定規定規定するするするする危険性又危険性又危険性又危険性又はははは有害有害有害有害

性等性等性等性等のののの調査等調査等調査等調査等（（（（リスクアセスメントリスクアセスメントリスクアセスメントリスクアセスメント））））のののの普及普及普及普及をををを図図図図ることがることがることがることが必要必要必要必要とととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

このためこのためこのためこのため、、、、本省指示本省指示本省指示本省指示にににに従従従従いいいい計画的計画的計画的計画的なななな普及促進普及促進普及促進普及促進のののの指導指導指導指導をををを推進推進推進推進しているところですがしているところですがしているところですがしているところですが、、、、

今後今後今後今後ともさらにともさらにともさらにともさらに指導強化指導強化指導強化指導強化にににに努努努努めたいとめたいとめたいとめたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

またまたまたまた、、、、職業性疾病防止対策職業性疾病防止対策職業性疾病防止対策職業性疾病防止対策、、、、過重労働対策過重労働対策過重労働対策過重労働対策、、、、メンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルス対策対策対策対策ともにともにともにともに、、、、平成平成平成平成 22222222 年年年年

度度度度のののの重点重点重点重点としてとしてとしてとして取組取組取組取組んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業などそのなどそのなどそのなどその対策対策対策対策がががが不十分不十分不十分不十分だとだとだとだと認認認認められるめられるめられるめられる事業場事業場事業場事業場

にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、地域産業保健地域産業保健地域産業保健地域産業保健センターのセンターのセンターのセンターの活活活活用用用用のののの勧奨勧奨勧奨勧奨などなどなどなど、、、、効果的効果的効果的効果的なななな啓発啓発啓発啓発・・・・指導指導指導指導をををを行行行行ってってってって

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

２２．労働災害の防止にあたって、次の事項について強化すること。 

（１）労災防止指導員については、その実効性があがる体制を整備するととも
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に、指導員の活動を支援するための講習会への参加や研修の機会を設定す

るなどの強化を図ること。 

    

労災防止指導員制度労災防止指導員制度労災防止指導員制度労災防止指導員制度についてはについてはについてはについては、、、、本省本省本省本省からからからから今年度限今年度限今年度限今年度限りでりでりでりで廃止廃止廃止廃止するするするする旨旨旨旨のののの連絡連絡連絡連絡がありがありがありがあり既既既既

にににに組合関係者組合関係者組合関係者組合関係者にににに説明済説明済説明済説明済でありますでありますでありますであります。。。。    

これにこれにこれにこれに代代代代わるわるわるわる新新新新しいしいしいしい制度制度制度制度としてとしてとしてとして「「「「都道府県労働局安全衛生労使専門家会議都道府県労働局安全衛生労使専門家会議都道府県労働局安全衛生労使専門家会議都道府県労働局安全衛生労使専門家会議」」」」のののの設置設置設置設置

がががが予定予定予定予定されていますのでされていますのでされていますのでされていますので、、、、これをこれをこれをこれを実実実実のあるのあるのあるのある会議会議会議会議にしにしにしにしたいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

 

（２）企業経営者・管理者に対する講習会等啓発事業を強化し、労働災害を未

然に防ぐ体制を強化すること。 

    

事業者事業者事業者事業者にににに対対対対してしてしてして実施実施実施実施しているしているしているしている安全衛生管理安全衛生管理安全衛生管理安全衛生管理にににに係係係係るるるる講習会等講習会等講習会等講習会等によるによるによるによる指導指導指導指導についてはについてはについてはについては、、、、

個別個別個別個別のののの事業場事業場事業場事業場にににに対対対対するするするする監督指導等監督指導等監督指導等監督指導等とととと併併併併せてせてせてせて、、、、労働災害防止労働災害防止労働災害防止労働災害防止のためののためののためののための重要重要重要重要なななな手段手段手段手段とととと考考考考ええええ

ておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、今後今後今後今後ともともともとも可能可能可能可能なななな限限限限りりりり充実充実充実充実させていきたいとさせていきたいとさせていきたいとさせていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

 

（３）新しい企業・事業の創設にあたっては、労働災害に対する啓発事業を義

務づけること。併せて、罰則規定についても検討を行うこと。 

    

（４）新しい技術やサービスの導入に当たっては、事前に労使間で協議し、労

働災害に関わる点検・事業等について整理するよう義務づけること。 

 

（５）危険作業については、当該企業・事業所で作業工程に関わるマニュアル

を作成し、行政への届け出の義務を課すこと。 

    

２３．労働環境の悪化などにより、メンタルヘルス対策が不十分なこと等が要

因となって「うつ」や「自殺」が増加していることから、専門カウンセラー

の配置などにより対策の強化を図ること。また、産業保健センターを積極的

に活用して、中小企業従業員のメンタルヘルスを含む定期健診など健康維持

対策の啓発・指導に努めること。 

    

「「「「職場職場職場職場におけるメンタルヘルスにおけるメンタルヘルスにおけるメンタルヘルスにおけるメンタルヘルス対策対策対策対策」」」」についてはについてはについてはについては平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度のののの労働衛生行政労働衛生行政労働衛生行政労働衛生行政のののの重点重点重点重点

としてとしてとしてとして推進推進推進推進しておりしておりしておりしており、「、「、「、「労働者労働者労働者労働者のののの心心心心のののの健康健康健康健康のののの保持増進保持増進保持増進保持増進のためののためののためののための指針指針指針指針」」」」にににに基基基基づくづくづくづく措置措置措置措置のののの実実実実

施施施施についてについてについてについて、、、、事業場事業場事業場事業場にににに対対対対するするするする指導指導指導指導をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

        またまたまたまた、、、、メンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルス対策支援対策支援対策支援対策支援センターではセンターではセンターではセンターでは、、、、カウンセラーなどのカウンセラーなどのカウンセラーなどのカウンセラーなどの専門的専門的専門的専門的なななな相談員相談員相談員相談員

体制体制体制体制をををを構築構築構築構築しししし、、、、事業主事業主事業主事業主やややや労務担当者労務担当者労務担当者労務担当者・・・・産業保健産業保健産業保健産業保健スタッフのスタッフのスタッフのスタッフの方方方方々々々々からのからのからのからの相談相談相談相談へのへのへのへの対応対応対応対応やややや

支援支援支援支援をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。今後今後今後今後もももも、、、、メンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルス対策支援対策支援対策支援対策支援センターやセンターやセンターやセンターや規模規模規模規模５０５０５０５０人未満人未満人未満人未満
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のののの事業場事業場事業場事業場にににに対対対対するするするする産業保健産業保健産業保健産業保健サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供をををを行行行行うううう地域産業保健地域産業保健地域産業保健地域産業保健センセンセンセンターのターのターのターの活用活用活用活用をををを広広広広くくくく

勧奨勧奨勧奨勧奨しししし、、、、健康維持対策健康維持対策健康維持対策健康維持対策のののの啓発啓発啓発啓発・・・・指導指導指導指導にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

 

２４．セクシャル・ハラスメント対策として、男女双方への「セクシャル・ハ

ラスメント」相談を強化し、二次被害も含めた防止に向け、対策を講じるこ

と。 

 

男女雇用機会均等法第男女雇用機会均等法第男女雇用機会均等法第男女雇用機会均等法第１１１１１１１１条条条条はははは、、、、職場職場職場職場におけるセクシュアルハラスメントのにおけるセクシュアルハラスメントのにおけるセクシュアルハラスメントのにおけるセクシュアルハラスメントの対象対象対象対象をををを

男女労働者男女労働者男女労働者男女労働者とするとともにとするとともにとするとともにとするとともに、、、、そのそのそのその防止防止防止防止のためのためのためのため、、、、労働者労働者労働者労働者からのからのからのからの相談相談相談相談にににに応応応応じじじじ、、、、適切適切適切適切にににに対処対処対処対処

するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな体制体制体制体制のののの整備整備整備整備そのそのそのその他他他他のののの雇用管理上必要雇用管理上必要雇用管理上必要雇用管理上必要なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずることをずることをずることをずることを事業主事業主事業主事業主にににに

義務付義務付義務付義務付けていますけていますけていますけています。。。。    

            神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局ではではではでは、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会をををを通通通通じてじてじてじて男女男女男女男女雇用機会均等法雇用機会均等法雇用機会均等法雇用機会均等法についてについてについてについて周知周知周知周知をををを図図図図るるるる

とともにとともにとともにとともに、、、、職場職場職場職場におけるセクシュアルハラスメントににおけるセクシュアルハラスメントににおけるセクシュアルハラスメントににおけるセクシュアルハラスメントに関関関関するするするする相談相談相談相談があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、

事業主事業主事業主事業主にににに対対対対しししし報告徴収報告徴収報告徴収報告徴収をををを実施実施実施実施しししし、、、、事業主事業主事業主事業主がセクシュアルハラスメントがセクシュアルハラスメントがセクシュアルハラスメントがセクシュアルハラスメント対策対策対策対策としてのとしてのとしてのとしての措措措措

置置置置をををを講講講講じていないじていないじていないじていない場合場合場合場合にはにはにはには是正指導是正指導是正指導是正指導をををを行行行行ってってってってまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

２５．職場の安全衛生委員会に女性を積極的に参画させるよう啓発すること。 

 

２６．障がい者の雇用率の低水準が続いていることから、以下により取り組み

強化を図ること。 

（１）最低でも障がい者法定雇用率１．８％達成に向け、指導・啓発を強化す

るとともに、雇用率未達成企業については、達成への計画書作成と、その

遂行を図ること。除外率設定業種の段階的な引き下げ・廃止にむけ、障が

い者雇用の促進を図ること。 

 

障害者雇用率未達成企業障害者雇用率未達成企業障害者雇用率未達成企業障害者雇用率未達成企業にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、３３３３年間年間年間年間のののの障害者雇入障害者雇入障害者雇入障害者雇入れれれれ計画計画計画計画をををを作成作成作成作成させさせさせさせ、、、、雇用雇用雇用雇用

率率率率のののの達成達成達成達成にににに向向向向けけけけ計画的計画的計画的計画的にににに障害者障害者障害者障害者をををを雇用雇用雇用雇用していくようしていくようしていくようしていくよう指導指導指導指導しておりますしておりますしておりますしております。。。。今後今後今後今後もももも未達成未達成未達成未達成

企業企業企業企業のののの雇用率達成雇用率達成雇用率達成雇用率達成にににに向向向向けたけたけたけた指導指導指導指導にににに一層一層一層一層のののの努力努力努力努力をしてまいりますをしてまいりますをしてまいりますをしてまいります。。。。    

除外率設定業種除外率設定業種除外率設定業種除外率設定業種のののの企業企業企業企業につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、対象企業対象企業対象企業対象企業へのへのへのへの除外率除外率除外率除外率のののの引引引引きききき下下下下げげげげ等等等等についてについてについてについて

のののの周知周知周知周知・・・・雇用指導雇用指導雇用指導雇用指導をををを推進推進推進推進しししし、、、、障害者障害者障害者障害者のののの雇用雇用雇用雇用のののの促進促進促進促進にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

 

（２）障がい者雇用開拓員の拡大、障がい者を新たに受け入れようとする企業

へのサポート体制、ジョブコーチ、インターンシップ（実習）、トライアル

雇用、正規雇用に至るルールづくりを進めること。また、能力開発（職場

適応訓練）等事業と雇用開発の連携を強めること。 
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ハローワークではハローワークではハローワークではハローワークでは求職者求職者求職者求職者のののの就職及就職及就職及就職及びそのびそのびそのびその後後後後のののの職場定着職場定着職場定着職場定着のためにのためにのためにのために、、、、福祉施設等福祉施設等福祉施設等福祉施設等のののの関係関係関係関係

機関機関機関機関とのとのとのとの「「「「チームチームチームチーム支援支援支援支援」」」」にににに取取取取りりりり組組組組んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、このなかでこのなかでこのなかでこのなかで障害者障害者障害者障害者をををを雇用雇用雇用雇用するするするする事業主事業主事業主事業主やややや雇雇雇雇

用用用用されるされるされるされる障害者障害者障害者障害者にににに必要必要必要必要なななな支援支援支援支援（（（（ジョブコーチ・ジョブコーチ・ジョブコーチ・ジョブコーチ・職場実習職場実習職場実習職場実習・トライアル・トライアル・トライアル・トライアル雇用雇用雇用雇用・・・・各種助成各種助成各種助成各種助成

金金金金のののの活用等活用等活用等活用等））））をををを話話話話しししし合合合合いいいい、、、、そのそのそのその企業企業企業企業とととと障害者障害者障害者障害者にににに有効有効有効有効なななな支援策支援策支援策支援策をををを提示提示提示提示しししし、、、、安心安心安心安心ししししてててて働働働働けけけけ

るるるる環境整備環境整備環境整備環境整備・・・・正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用にににに繋繋繋繋がるようがるようがるようがるよう支援支援支援支援をををを行行行行なってなってなってなってまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。 

 

（３）健常者との賃金差別をなくし平等な賃金とするよう指導・啓発を図るこ

と。 

 

ハローワークハローワークハローワークハローワーク及及及及びびびび有料職業紹介事業者有料職業紹介事業者有料職業紹介事業者有料職業紹介事業者からのからのからのからの紹介紹介紹介紹介によりによりによりにより、、、、障害者障害者障害者障害者をををを雇用雇用雇用雇用したしたしたした企業企業企業企業にににに

対対対対してはしてはしてはしては、、、、特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、障害者障害者障害者障害者がががが業務業務業務業務へへへへ適応適応適応適応するまでのするまでのするまでのするまでの間間間間

((((１１１１年年年年からからからから２２２２年年年年))))のののの賃金賃金賃金賃金のののの一部一部一部一部をををを助成助成助成助成していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの制度制度制度制度をををを活用活用活用活用することによりすることによりすることによりすることにより、、、、健健健健

常者常者常者常者とととと賃金格差賃金格差賃金格差賃金格差をなくすようをなくすようをなくすようをなくすよう、、、、事業主事業主事業主事業主へのへのへのへの指導啓発指導啓発指導啓発指導啓発にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

 

（４）中途障がい者や在職中の難病等を発生した労働者の雇用継続に向けた施

策の検討を早急に実施すること。 

 

常用労働者常用労働者常用労働者常用労働者であるであるであるである中途障害者中途障害者中途障害者中途障害者((((難病等難病等難病等難病等をををを発症発症発症発症しししし、、、、障害者手帳障害者手帳障害者手帳障害者手帳をををを取得取得取得取得したしたしたした場合場合場合場合もももも含含含含むむむむ))))

のののの雇用雇用雇用雇用をををを継続継続継続継続するするするする事業主事業主事業主事業主にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、高齢高齢高齢高齢・・・・障害者雇用支援機構障害者雇用支援機構障害者雇用支援機構障害者雇用支援機構のののの｢｢｢｢重度中途障害者等重度中途障害者等重度中途障害者等重度中途障害者等

職場適応助成金制度職場適応助成金制度職場適応助成金制度職場適応助成金制度｣｣｣｣がございますのでがございますのでがございますのでがございますので、、、、事業主事業主事業主事業主へのへのへのへの周知周知周知周知・・・・啓発啓発啓発啓発にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりまんでまいりまんでまいりまんでまいりま

すすすす。。。。    

 

（５）障がい者の離職率が高く、総雇用数が増加していないことから、離職の

要因を解消し働き続けられる環境整備を行い、雇用者の増大を図ること。 

①障がい者の特性を理解し、労働者として認識する雇用企業の管理能力向

上に向けて、研修・見学などの支援を行うこと。 

 

神奈川高齢神奈川高齢神奈川高齢神奈川高齢・・・・障害者雇用支援障害者雇用支援障害者雇用支援障害者雇用支援センターとのセンターとのセンターとのセンターとの連携連携連携連携でででで障害者職業生活相談員障害者職業生活相談員障害者職業生活相談員障害者職業生活相談員（（（（障害者障害者障害者障害者をををを５５５５

人以上雇用人以上雇用人以上雇用人以上雇用するするするする企業企業企業企業はははは配置配置配置配置がががが必要必要必要必要））））講習会講習会講習会講習会にににに講師講師講師講師としてとしてとしてとして参加参加参加参加しししし、、、、障害者雇用企業障害者雇用企業障害者雇用企業障害者雇用企業のののの管理管理管理管理

能力向上能力向上能力向上能力向上にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援をををを行行行行なっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。    

またまたまたまた、、、、障害者雇用障害者雇用障害者雇用障害者雇用のののの増大増大増大増大をををを図図図図るためるためるためるため、、、、企業企業企業企業のののの人事管理者人事管理者人事管理者人事管理者にににに対対対対してしてしてして、「、「、「、「障害者雇用促進障害者雇用促進障害者雇用促進障害者雇用促進

セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」をををを開催開催開催開催しししし、、、、障害特性障害特性障害特性障害特性のののの理解促進理解促進理解促進理解促進やややや特性特性特性特性にににに応応応応じたじたじたじた雇用管理上雇用管理上雇用管理上雇用管理上のののの留意点等留意点等留意点等留意点等についについについについ

てててて、、、、周知啓発周知啓発周知啓発周知啓発をををを行行行行なっておりますなっておりますなっておりますなっております。。。。    

神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県とととと連携連携連携連携しししし、、、、雇用率未達成企業雇用率未達成企業雇用率未達成企業雇用率未達成企業にににに対対対対してしてしてして、、、、特別支援学校見学会特別支援学校見学会特別支援学校見学会特別支援学校見学会をおこなってをおこなってをおこなってをおこなってまままま

いりますいりますいりますいります。。。。    
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②就労の場や社会生活の場で発生する諸問題に対し、保護者・雇用側と協

力し、未然防止できる体制を図ること。 

 

ハローワークではハローワークではハローワークではハローワークでは、、、、障害者障害者障害者障害者がががが就職就職就職就職したしたしたした後後後後もももも、、、、職員等職員等職員等職員等によるによるによるによる職場定着指導及職場定着指導及職場定着指導及職場定着指導及びびびび福祉福祉福祉福祉

施設等施設等施設等施設等のののの関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの「「「「チームチームチームチーム支援支援支援支援」」」」のののの一環一環一環一環でででで就職後就職後就職後就職後のののの支援支援支援支援をををを実施実施実施実施しししし、、、、職場職場職場職場などでなどでなどでなどで

発生発生発生発生するするするする諸問題諸問題諸問題諸問題のののの把握把握把握把握をしてをしてをしてをしてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

２７．女性の社会進出が進んではいるが、育児・介護時の就労支援の環境は充

分ではない。少子化対策も更なる取り組みを強化すること。また、企業の対

策を促進・支援する観点から、環境整備を行っている企業に対する優遇措置

を実施すること。 

    

少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策としてとしてとしてとして、、、、企業企業企業企業にににに対対対対しししし、、、、次世代育成対策推進法次世代育成対策推進法次世代育成対策推進法次世代育成対策推進法にににに基基基基づくづくづくづく一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画のののの

策定策定策定策定についてについてについてについて、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会をををを通通通通じてじてじてじて、、、、周知周知周知周知・・・・啓発啓発啓発啓発をををを図図図図りりりり、、、、またまたまたまた、、、、一般事業主行動計画策定一般事業主行動計画策定一般事業主行動計画策定一般事業主行動計画策定

等支援事業等支援事業等支援事業等支援事業をををを実施実施実施実施しししし、、、、講習会講習会講習会講習会やコンサルタントによるやコンサルタントによるやコンサルタントによるやコンサルタントによる企業訪問企業訪問企業訪問企業訪問によりによりによりにより一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画

策定届策定届策定届策定届のののの早期提出早期提出早期提出早期提出をををを促進促進促進促進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、育児育児育児育児・・・・介護支援介護支援介護支援介護支援にににに関関関関するするするする企業企業企業企業のののの一定一定一定一定のののの取組取組取組取組にににに対対対対しししし、、、、助成金助成金助成金助成金をををを支給支給支給支給してしてしてしてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

２８．男女共同参画社会に向けて、次の施策を講じること。 

（１）仕事と家庭の両立支援の法整備を図ること。 

 

仕事仕事仕事仕事とととと家庭家庭家庭家庭のののの両立支援両立支援両立支援両立支援のののの充実充実充実充実をををを目的目的目的目的にににに、、、、改正育児改正育児改正育児改正育児・・・・介護休介護休介護休介護休業法業法業法業法がががが本年本年本年本年６６６６月月月月よりよりよりより本格本格本格本格

施行施行施行施行されておりされておりされておりされており、、、、神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる機会機会機会機会をををを通通通通じてじてじてじて広報啓発広報啓発広報啓発広報啓発やややや改正改正改正改正

育児育児育児育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法にににに沿沿沿沿ったったったった規定整備指導等規定整備指導等規定整備指導等規定整備指導等にににに取取取取りりりり組組組組んでいるところですんでいるところですんでいるところですんでいるところです。。。。    

またまたまたまた、、、、次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法次世代育成支援対策推進法においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、来年度来年度来年度来年度からからからから一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画のののの策策策策

定定定定・・・・届出義務届出義務届出義務届出義務のののの対象規模事業主対象規模事業主対象規模事業主対象規模事業主がががが拡大拡大拡大拡大されることとなっておりされることとなっておりされることとなっておりされることとなっており、、、、神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局神奈川労働局としてとしてとしてとして

はははは、、、、今年度中今年度中今年度中今年度中にできるにできるにできるにできる限限限限りりりり多多多多くのくのくのくの策定届出策定届出策定届出策定届出をををを提出提出提出提出するようするようするようするよう、、、、すべてのすべてのすべてのすべての対象企業対象企業対象企業対象企業にににに対対対対

してしてしてして、、、、個別個別個別個別にににに要請要請要請要請にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

 

（２）男女共同参画基本計画（第２次）に示されているように、ジェンダーに

ついて正しい理解を図るため、恣意的運用・解釈を生じさせないための啓

発活動に取り組むこと。 


